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１．今後の予定
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 社会実験は、令和6年10月1日～令和7年12月末（予定）で実施する。
 第4回協議会では、効果検証の中間報告を実施する。

R7年度R6年度R5年度
項目

32112111098765432112111098765432112

実験参加者の公募

実験参加者の選定

車両・管理システム調達
（実験参加者）

公安委員会協議
（交通管理者・道路管理者）

カーステーションの設置工事
（道路管理者）

充電機器等の調達・設置
（道路管理者）

社会実験計画立案（検証等）

社会実験の実施

協議会

（植樹帯撤去）（カーステーション設置⼯事）

R6.10.1〜R7.12⽉末（予定）

第1回協議会

●協議会設⽴
等

第2回協議会

●効果の評価の
協議等

第3回協議会

●社会実験
内容の説明

第5回協議会

●効果検証の
報告・評価

R6.2.8

第4回協議会

●効果検証の
報告・評価
（中間）

R6.5.28 R6.9.5



■協議会の議事事項（案）

議事次第（案）時期

・協議会設立
・社会実験の概要等の説明
・今後のスケジュール

R6.2.8第１回

・第１回協議会における主な意見と対応
・EV路上カーシェアリングステーションの追加
・EV路上カーシェアリングステーションの構造・安全対策の説明
・工事進捗状況の説明
・効果の評価における検証項目等の協議

R6.5.28第２回

・第２回協議会における主な意見と対応
・社会実験内容の説明
・工事進捗状況の説明

R6.9.5第３回

・効果検証の報告・評価（中間）
※関係機関に適宜情報共有・意見聴取を予定

R7.5頃第４回

・効果検証の報告・評価R8.2頃第５回

２．今後の予定
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